


１. マイホームを売って譲渡損が出た場合

２. マイホーム譲渡損に使える２つの特例

　この特例は、現在の自宅を売却しても住宅ローンを返済しきれないような方への支援措

置として用意されているものです。適用されれば、居住用財産の譲渡損失のうち、「住宅

ローン残高が譲渡対価を超える部分」を限度として、他の所得との損益通算および損失の翌

年以後３年内の繰越しを認められます。

　居住用財産を譲渡して譲渡損が生じたときは、「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損

益通算及び繰越控除の特例」 または 「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の

特例」という２つの特例が用意されていますが、主な適用要件の違いは下記の表を参考にし

て下さい。

　不動産を譲渡して赤字となった場合、基本的には他の不動産の譲渡による黒字の金額と

は相殺できます。ただし、給与所得や事業所得などの他の所得と損益を通算することはでき

ない、というのが原則です。

　ただし、不動産といってもマイホームを譲渡したことによる赤字の金額については、一定

の要件を満たしていれば、他の種類の所得と損益通算できる可能性があります。つまり、これ

によってその年の税金を減少させることができるということです。

　さらに、損益通算しきれないほどの損失額がある場合、その金額を翌年以降３年間にわ

たって繰り越し、その年の所得と相殺することもできます。

　マイホーム（旧居宅）を売却して新たにマイホーム（新居宅）を購入した場合に、旧居宅の

譲渡による損失（譲渡損失）が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失

をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除（損益通算）することができます。さ

らに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後３年内に繰

り越して控除 (繰越控除 )することができます。

　この制度における適用要件の最大のポイントは 「住宅ローンを組んで買換資産を取得しなけ

ればならない」 という点です。売却する方の資産については住宅ローンの残債がなくても構

いません。

　住んでいた家を売却して損失が出た場合の、２通りの特

例の活用についてご紹介します。買換え資産の有無、住宅

ローンの残債など、そのときの事情からどちらを選択でき

るのか、を判断するようにしましょう。

こんにちは。

監査一課の堀口です！

今月も元気に

お役立ち情報を

提供します♪

まずはご自宅の

ローン残高を

ご確認ください♪

どんな質問でも
的確にお答えします。

①マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び譲渡損失の特例

②特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
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　つまり、譲渡対価をすべて住宅ローンの返済に充当しても

残ってしまう住宅ローンの部分については税金で救済しまし

ょう、という趣旨の制度になります。

　そのため、「譲渡資産については住宅ローンの残債がある」とい

うことが重要な適用要件です。この特例は、前述の「買い換

えた場合の～特例」とは違い、「買換え」を要件としていま

せんので、賃貸住宅等に住み替える場合も対象となります。

マイホームを譲渡するときの特例マイホームを譲渡するときの特例マイホームを譲渡するときの特例

※ここに挙げた適用要件は簡略化したものです。詳しくは専門家にお尋ねください。

譲渡資産の所有期間

配偶者、親、子など特別な関係にある者は適用対象外

合計所得金額３,０００万円以下の年分に限り適用
（損益通算については所得制限なし）

譲渡した年の前年、前々年において
居住用財産を譲渡した場合の特例の適用を受けていない

所有期間５年超の居住用家屋およびその敷地

マイホームを買換えた場合の譲渡損失の
損益通算及び繰越控除の特例

共通の適用要件

異なる適用要件

特定居住用財産の譲渡損失の
損益通算及び繰越控除

他の特例との適用関係

譲渡の相手先

所得要件

適用期限

譲渡資産

平成２５年１２月３１日まで

買換資産

損失金額の制限

住宅ローンがなくても可

住宅ローンで取得、床面積５０㎡以上
翌年１２月３１日までの間に
居住の用に供する（見込み）

５００㎡超の敷地に対応する部分の
譲渡損失の金額は繰越控除の対象外

不要

譲渡契約日前日の借入金残金から
譲渡対価を控除した残高を限度

譲渡契約日前日に住宅ローン残高あり



　例えば、平成２４年に自宅を売却、 同年に新たな家を取得して住宅ローン

控除の申告をした場合は、以下のようになります。

① 自宅を売却した年（平成２４年）

…損益通算ができます（所得から譲渡損失を引いて税金を計算します）。

　この例の場合、給与所得より大きな譲渡損失があるので、この年に源泉徴収された所得税

は、確定申告により全額還付されることになります。

② 上記①においても損失が残る場合の翌年以降３年間（平成２５～２７年）

…売却した年の譲渡損失で引ききれなかった１,８００万円（＝２,４００万円－６００万円）は、翌年

以降３年間その年の給与所得から控除することができます。

③ 所得税が課される４年目以降（平成２８年以降）

…買い換えた居住用財産の購入で住宅ローンを組んでいるため、住宅借入金等特別控除（住

宅ローン控除）の適用期間内であれば、適用を受けることができます。

③

■マイホームについて２,４００万円の譲渡損失があり、所得は給与所得

　 のみで６００万円（翌年以降も同じであると仮定）とします。

■住宅ローンは３,５００万円とします。

いかがですか？

少しでもお役に立てたら

光栄です。

相続の実務家を養成する相続マイスター講座 （第４

期／全１６講座） も早いもので残すところ半分となり

ました。「日程が合わず参加できない」という方、 「反

復して専門知識を学びたい」という方のために、第４

期からＤＶＤで受講可能になりました。相続のエキス

パートによる人気講座をぜひ体験してみてくださ

い！

昨今の相続をめぐる現状について、 代表 清田幸弘 

のコメントと、丸の内相続プラザで働くスタッフの様子

が放送されました。

　以上の例のように、各種の特例を上手く活用することで、税金の負担を軽減することが出

来ます。それぞれ、借入の条件や所得等によって有利 ・ 不利がありますので、適用を検討されて

いる方は専門家にご相談下さい。

３. 特例を適用した場合の所得税の計算

<前提条件>

平成２８年～
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失

譲
渡
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譲
渡
損
失給与 給与 給与給与 損失 給与

２,４００万円

１,８００万円

１,２００万円

６００万円 ６００万円 ６００万円 ６００万円 ６００万円６００万円

所得税発生
（△住宅ローン控除）

①
平成２４年

（損益計算）

所得税＝０

②
平成２５年

（繰越控除）

所得税＝０

②
平成２６年

（繰越控除）

所得税＝０

②
平成２７年

（繰越控除）

所得税＝０

日本経済新聞 に掲載されました！

２０１３年９月２５日（３９面）

テレビ朝日　スーパー J チャンネル

放送日

２０１３年９月１８日付（１９面）

ランドマーク税理士法人が、１０

月から外出困難な高齢者を対

象にした、相続税の無料出張

相談サービスを開始することが

紹介されました。

相続増税を控え、 税理士を探

す動きが広がりそう、 として相続

税に詳しい税理士の選び方、

探し方について、 代表税理士 

清田幸弘よりコメントさせていた

だきました。

「相続税理士」こう選ぶ

相続税の出張相談、
　　　　　　　　　　無料で

テレビ神奈川でＣＭ放送中！
スーパー J チャンネルにて
弊社が取材協力した

の特集が放送されました。

ワンランク上の相続実務

ＤＶＤ 絶賛発売中！

テレビＣＭ、おかげさまで大反響です。
ご意見やご感想、ドシドシお寄せください。

ランドマーク税理士法人

弊社ホームページのトップ画面よりご覧いただけます

解釈の難しい土地評価のポイントや

営業戦略など、最新情報を一挙公開！

解釈の難しい土地評価のポイントや

営業戦略など、最新情報を一挙公開！

明日は我が身 !?
　　　　　“ 相続のトラブル ”

２０１３年１０月１日（火）１７ ： ３５～

自宅売却



　長い目で見た場合の相続税節税の手段として、暦年贈与により地道に相続財産を減少さ

せる対策はとても有効です。生前贈与には、暦年贈与以外にも様々な特例があり、目的に

よって使い分けることで、より効果的な財産移転が可能になることがあります。生前贈与をご

検討の際には、事前に資産税の専門家に相談するようにしましょう。

　表１をご覧下さい。これは贈

与金額、贈与税額、手取額の関

係性を一覧表にしたものです。

　仮に１１０万円を贈与する場

合、基礎控除の範囲内なので

手取額は１１０万円全額です。

では２００万円贈与したとしま

しょう。手取額は１９１万円と

なり、贈与税を支払っても、

実は贈与金額の９５.５％もの金

額が手元に残ることとなりま

す。

　贈与を検討する前に、まずは相

続税の試算をしましょう。相続税

の税率構造は図２のような累進税

率となっています。例えば、法定

相続分相当額が５,０００万円～１億

円の場合には３０％の相続税が課税

されることとなりますが、贈与に

よる対策で相続財産が減少し５,００

０万円以下となれば、相続税率は

一段階下がり、２０％となります。

　表１の贈与税の手取金額一覧表

から、この事例での相続財産の贈

与は、概ね１,０００万円以下であれば

有効である、といえるでしょう。

※ただし、相続人等が相続開始前３年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合、そ

の財産は相続財産の中に含められてしまうという規程がありますので、注意してください。

　もちろん、もし相続発生までに時間的余裕があり、相続税対策を急ぐ必要がなければ、長

い期間にわたり、もっと少額で贈与していくことで、贈与税の負担を減らすことも可能です。

　暦年贈与とは、１年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。

１１０万円の基礎控除額の範囲内であれば、毎年、無税で贈与をすることができます。

　図１をご覧下さい。今回の改正で直系卑属への贈与について税負担が緩和されたとはい

え、総じて贈与税の税率は高めに設定されています。高い贈与税のことを気にすると、贈与

税を払ってまで、贈与しようという気持ちになれません。生前対策として贈与を検討する時、

税負担の重さに二の足を踏まないためには、発想の転換が必要となります。ポイントは 「手

取額」と「相続税率と贈与税負担率の比較」の二点です。

　贈与税を支払うことは損だという考えをもっていると、心理的に贈与に踏み切りにくく

なってしまいます。一度目先を変えて、「どれだけのお金を贈与したら、 どれだけ手取り（贈与税

を支払った後の手残り）があるのか」を考えてみましょう。

１．一般的な贈与「暦年贈与」の概要

２．暦年贈与の二大ポイント

はじめまして！
資産税課の
小林郁深です！

精一杯ご説明

しますので、

応援ヨロシク

お願いします♪

こう考えてみると、

“贈与税を支払うのは損だ”

という思い込みは

なくなるのでは

ないでしょうか？

ロ
① 手取額

② 相続税率と贈与税負担率の比較

生前贈与で相続税を
節約する方法
生前贈与で相続税を
節約する方法
生前贈与で相続税を
節約する方法

 

平成27年から相続税が増税とな
るそうで心配です。今からできる
税金対策は何かありませんか？

相続税の節税手段として最も一般的な
ものは、子や孫への生前贈与です。
今回は、一般的な生前贈与のポイント
について解説していきます。

表１　贈与税の手取金額一覧表

増加

図２　相続税の税率構造

税
　
率

１０
％

１５％

２０％

３０％

４０％

４５％ ５０％

５５％

増加

０ １,０００
万円

３,０００
万円

各法定相続人の法定相続分相当額

５,０００
万円

１億円 ２億円 ３億円 ６億円

【改正後】

８段階で課税

（注１）贈与金額は、基礎控除前の
　　　　金額である

（注２）負担率及び手数料は、
　　　　小数点以下２位を四捨五入（単位 ：万円）

平成２６年１２月３１日迄の贈与に適用

１１０

１５０

２００

２５０

３００

３５０

４００

４５０

５００

６００

７００

８００

９００

１,０００

２,０００

３,０００

４,０００

５,０００

１０,０００

０

４.０

９.０

１４.０

１９.０

２６.０

３３.５

４３.０

５３.０

８２.０

１１２.０

１５１.０

１９１.０

２３１.０

７２０.０

１,２２０.００

１,７２０.００

２,２２０.００

４,７２０.００

０％

２.７％

４.５％

５.６％

６.３％

７.４％

８.４％

９.６％

１０.６％

１３.７％

１６.０％

１８.９％

２１.２％

２３.１％

３６.０％

４０.７％

４３.０％

４４.４％

４７.２％

１００％

９７.３％

９５.５％

９４.４％

９３.７％

９２.６％

９１.６％

９０.４％

８９.４％

８６.３％

８４.０％

８１.１％

７８.８％

７６.９％

６４.０％

５９.３％

５７.０％

５５.６％

５２.８％

１１０.０

１４６.０

１９１.０

２３６.０

２８１.０

３２４.０

３６６.５

４０７.０

４４７.０

５１８.０

５８８.０

６４９.０

７０９.０

７６９.０

１,２８０.０

１,７８０.０

２,２８０.０

２,７８０.０

５,２８０.０

①贈与金額 ②贈与税額
③贈与税負担率

②÷①×１００

④手取額

①ー②

⑤手取率

④÷①×１００

【改正前】

６段階で課税

図１　税率構造の緩和（暦年課税）

税
　
率

１０
％

１５
％

２０
％

３０％

４０％

４０％
４５％

４５％ ５０％

５０％

５５％

０ ２００
万円

３００万円

４００
万円

基礎控除後の課税価格

６００
万円

１,０００
万円

１,５００
万円

３,０００
万円

４,５００
万円

【改正前】

【改正後】

一般

【改正後】

直系卑属
（２０歳以上）

　このように毎年少しずつ財産を

親から子へ移していけば、贈与税を

払う必要なく、その後に発生する相

続税の負担を軽くすることができ

るのです。　　　　

　相続税に関しては、基礎控除額の

引き下げなどによって課税ベース

が拡大され、実質的に増税となる一

方で、贈与税に関しては「２０歳以上

の者が直系尊属から贈与を受けた場

合」 に使用する税率構造が新設され、

全体的に５～１０％の減税となる方

向性が打ち出されました。

　つまり、今後は生前贈与による節

税策がこれまで以上に重要な役割

を果たすことになるのです。

Q. A.



第１４時限

　夏も終わり、秋から冬にかけて、芝が枯れてゴルフが難しくなってき

ます。

　夏場のように芝が元気な時は、多少のダフリショットでも芝の弾力に

よってクラブヘッドを滑らせ、ミスを感じさせないでしょう。しかし枯

れた芝は、ボールとのコンタクトをしっかりと出来ないと、飛距離だけ

ではなく、方向性までも狂わせてしまいます。

　

　今回は、冬場に限るわけではありませんが、ボールを上手にコンタク

トするための、グリップ位置についてのアドバイスです。

　中級者以上の方は、経験上グリップをするときに、グリップの長さを

利用して、いろいろな場所を持つ事をされているでしょう。その際、グ

リップを持つ位置を端から根本に変えていくと、クラブの性格が変化し

ていきます。
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①フルショット時に多くの方が握るグリップの端

に近い部分は、ヘッドの重さを感じやすくヘッドを

走らせるのに適しています。

②逆にグリップの根本を持つと、クラ

ブの走りが非常に緩やかになり、微妙

な調整を行いやすくなります。

　パッティングと同じくらい、シビアに

距離を打ち分ける必要がある、ノーコッ

クでのアプローチショット等に適してい

ます。

③グリップの真ん中付近は、その中間

に当たります。

●ライが悪い時

●プレッシャーがかかるショットの時

●バンカーショット

●芝が絡みそうなラフからのショット等

　距離はあまり落としたくないが、ボールコンタクトがほんの少し不正確になり

やすい時に、真ん中もしくは真ん中より少し長めの感じにグリップする事により、

ショットの正確性の向上が見込めます。

④グリップの根本を持つときは、右手人

差し指をグリップの切れ目にかけること

により、毎回同じ場所に持つ事が容易

になります

　グリップの持つ位置を変化させることは、上級者にとって一般的です

が、ゴルフ初心者さんは全てのショットを同じグリップ位置でスイング

しがちです。

　日頃からグリップする位置を変化させる等、意識して練習する事によ

り、ちょっとしたトラブルショット等、グリップ場所の変化だけで、

ショット成功率が向上するようになります。お試しください。

読者からのゴルフに関する疑問や質問を募集しております。

プロならではの練習法や疑問解決はスコアアップには必要不可欠です！
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